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◆食物アレルギー対策の推進 

・平成 24 年 12 月 20 日の調布市立学校で発生した食物アレルギーに起因する児童死亡事故をふま

え，このような事故を二度と起こさないために，調布市立学校，子ども関連施設，福祉施設等に

おける食物アレルギー事故の防止策を策定することを目的に，「調布市食物アレルギー事故再発

防止検討委員会」を設置しました。同委員会から，平成 25 年 8 月に「調布市アレルギー事故再

発防止検討委員会報告書」が提出され，事故防止，緊急対応，給食指導，研修体制，今後の進行

管理等の内容がとりまとめられています。 
＜調布市アレルギー事故再発防止検討委員会報告書の概要＞ 

   

   
資料：調布市アレルギー事故再発防止検討委員会報告書の概要 

新新 たた なな 取取 組組 テテ ーー ママ   
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・調布市では，平成 26 年度以降も，食物アレルギー対策の推進のための取組を充実してまいりま

す。 
＜平成 26 年度 食物アレルギーに関する取組＞ 

◎再発防止に向けた取組 

・完全除去の徹底：完全除去に必要な調理器具等や食器等の購入 

・給食室等の改善：小学校における食物アレルギー対応専用調理室の整備，保育園の改修設計 

・教育委員会の体制整備と医療機関との連携：教育委員会事務局への管理栄養士の配置。ガイドラインを補完す

るマニュアルの整備・活用。医師会との連携等による事故防止体制の強化。 

 

◎食物アレルギーに関する理解の促進 

・相談体制の整備：食物アレルギーのある子ども（乳幼児を含む）の保護者が一人で悩み孤立することを防ぐた

めの相談体制の整備 

◎継続的な取組検証と対策の強化 

・食物アレルギー対策を推進する委員会の設置：有識者をアドバイザーとする食物アレルギー対策を推進するた

めの委員会の設置 

◎その他の取組 

・臨海学園における付添看護師のよる食物アレルギー対応 

・修学旅行期間における学校従事看護師の派遣 

・防災備蓄品として食物アレルギー対応粉ミルクの購入 

資料：平成 26 年度 市政経営の概要《施策と予算》抜粋版 

 

 

◆2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

・平成 25 年 9 月 7 日（日本時間 8 日）の国際オリンピック委員会総会にて，東京が 2020 年オリ

ンピック・パラリンピックの開催都市に選ばれました。 

・調布市においても，オリンピックの近代五種，サッカー，自転車競技（ロード・レース）が開催

される予定です。 
＜オリンピック競技大会開催概要＞ 

正式名称：第 32 回オリンピック競技大会 

開催期間：2020 年（平成 32 年）7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日） 

競 技 数：28 競技 

＜パラリンピック競技大会開催概要＞ 

正式名称：第 16 回パラリンピック競技大会 

開催期間：2020 年 8 月 25 日（火）～9 月 6 日（日） 

競 技 数：22 競技 

＜調布市内での開催予定＞ 

武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）：近代五種（フェンシング） 

東京スタジアム         ：近代五種（水泳，馬術，ランニング，射撃），サッカー 

武蔵野の森公園：自転車競技（ロード・レース）のゴール設置 

資料：一般社団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会ホームページ 

 

＜武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）について＞ 

施設所在地：調布市飛田給一丁目１番４１号ほか（味の素スタジアムに隣接） 

敷地面積：約 33,500 ㎡ 

工事着工：平成２５年１０月頃（スポーツ祭東京２０１３終了後）： 

竣工予定：平成２８年１０月（竣工後，開業準備を行う） 

資料：東京都スポーツ振興局ホームページ 
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【国】社会保障と税の一体改革 

・社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで，だれもが安心して利用できるように

するための改革。 
＜改革の背景＞ 

・少子高齢化が進み，2060 年には総人口が 9,000 万人程度，高齢化率は 40％近くなると予想されている。 

・世の中の経済を支える現役世代（生産年齢人口）の割合が減少し，高齢化によって急増する社会保障費用を現

役世代が支えていくのは限界がある。 

・少子高齢化にともない，年金や医療，介護などの社会保障費用は急激に増加し，現在では国の財政の大きな部

分を占め，社会保障に関する国や地方自治体の歳出も毎年急速に増加 

・経済の成熟化によって高い経済成長率が望めなくなったことから，税収は歳出に対して大幅に不足しており，

現在では国の歳入の約半分を国債の発行に頼る状況になっている。 

 

＜消費税率の見直し＞ 

・平成 26 年 4 月に，消費税率を 5％（消費税 4％，地方消費税 1％）から 8％（消費税 6.3％，地方消費税 1.7％）

に引き上げ，経済状況等を総合的に勘案した検討をおこなったうえで，平成 27 年 10 月から消費税率を 10％

に引き上げる。 

・消費税率の引上げによる増収分を含む消費税収のすべて（国・地方，現行の地方消費税収を除く）を社会保障

の財源とする。 

・景気や人口構成の変化に左右されにくく税収が安定している消費税の充当により，基礎年金国庫負担割合 2 分

の 1 を恒久化するための財源を含めた社会保障の安定財源が確保され，将来世代への負担の先送りを減らし，

社会保障制度の持続可能性を高めることにつなげる。 

 

＜今後の社会保障制度の概要＞ 

①子ども・子育て（0.7 兆円程度，主に地方自治体が実施） 

・「子ども・子育て支援新制度」を実施（平成 27 年４月施行予定） 

・平成 29 年度末までに待機児童解消をめざす 

・社会的養護の充実 

②医療・介護（1.5 兆円程度，主に地方自治体が実施） 

・病床の役割の分化・連携強化，在宅医療の推進（平成 26 年度から実施） 

・地域包括ケアシステム構築の推進（平成 27 年度から実施） 

・医療・介護の保険料を所得に応じて見直し 

③年金（0.6 兆円程度，主に国が実施） 

・年金制度の充実 

資料：内閣官房・内閣府・総務省・財務省・厚生労働省「社会保障と税の一体改革」 
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【国】マイナンバー（社会保障・税番号制度） 

・複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であ

り，社会保障・税制度の効率性・透明性を高め，国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を

実現するための社会基盤（インフラ） 
＜現状：「住民」と「行政」の両者にとって過重な負担＞ 

住民 

・各種手当の申請時，関係各機関を回って，添付書類を揃える必要がある。 

・行政機関・地方公共団体等の間や，各団体内部の業務間における情報の連携が不足していること等から，本来

給付を受けることができるが未受給となっている者がいる一方で，本来給付を受けることができないにもかか

わらず不正に給付を受けている者がいる状況が発生している。 

 

行政 

①確認作業等に係る業務に多大のコストがかかる。 

・住民に提供されるサービスの受給判定のために，他自治体，関係機関から収受した情報を確認する手間・作業

の負担が大きい。 

•外部から提供されたデータと自治体内で保管するデータとを結びつける作業時に，転記・照合・電算入力ミスが

発生する可能性 

•手作業による事務，書類審査が多く，手間と時間，費用がかかる。 

②業務間の連携が希薄で，重複して作業を行うなど，無駄な経費が多い。 

 

＜制度導入によるメリット＞ 

・行政機関，地方公共団体その他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が，同一人の情報であるという

ことの確認を行うことができ，行政機関，地方公共団体等の間において当該個人情報の照会・提供を行うこと

が可能となる。 

・行政機関等の間や業務間の連携が行われることで，より正確な情報を得ることが可能となり，真に手を差し伸

べるべき者に対しての，よりきめ細やかな支援が期待される。 

・社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき，申請者が添付書類等を付することによるのではなく，

申請を受けた行政機関等が，関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため，申請者が窓口で

提出する書類が簡素化されることとなる。 

 

＜これまでの流れと今後の予定＞ 

・平成 25 年 5 月 番号関連四法成立・公布 

・平成 27 年 10 月 個人番号（マイナンバー）の通知 

・平成 28 年 1 月 個人番号カードの交付，順次，個人番号（マイナンバー）利用開始 

【2016 年１月から利用する手続のイメージ】 

○社会保障分野：年金に関する相談・照会 

○税分野：申告書，法定調書等への記載 

○災害対策分野：被災者台帳の作成 

 

資料：内閣官房 社会保障改革担当室「番号制度の概要」


